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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和５年３月１１日 ０６時過ぎ～１６時１２分ごろの間） 

発生場所 不明（青森県深浦町風合
か そ

瀬
せ

漁港北方沖） 

事故の概要  漁船第十八大盛
たいせい

丸は、無人の状態で漂泊しているところを発見さ

れ、船長が行方不明となり、後日、死亡認定された。 

事故調査の経過 令和５年３月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となり、そ

の後、死亡認定されたため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第十八大盛丸、１.１トン 

ＡＭ３－６０１９６（漁船登録番号）、個人所有 

６.５９ｍ（Lr）×１.９３ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６０kＷ（動力漁船登録票による）、平成６年８月

１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 ４６歳 

二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２２年６月２５日 

免許証交付日 令和元年６月２５日 

        （令和７年６月２４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇りのち晴れ、視界 良好 

海象：水温 約９℃  

気象庁の沿岸波浪実況図によれば、３月１１日０９時の沿岸代表点

である津軽海峡（日本海側）（北緯４１°１０′東経１３９°５０′：

本船の発見場所から北北西方約２５海里）の波向、波高、風向及び風

速の状況は、波向が北北西、波高が１.２ｍ、風向が北西、風速が８

kn（約４.８m/s）であった。 

 事故の経過 本船は、和船型の船外機船であり、釣りの目的で、令和５年３月

１１日０６時過ぎに自宅を出発した船長が１人で乗り組み、深浦町田

野沢漁港を出港した。 

‘本船とは別の漁業協同組合に所属する漁船の船長’（以下「発見船



- 2 - 

長」という。）は、操業を終えて風合瀬漁港に向けて帰航中、同漁港

北方沖２.４km 付近で、船首を西方に向けて漂泊している本船を発見

した。 

発見船長は、本船の甲板上に人影が見えなかったので、不審に思

い、近づいて様子を見たところ、乗組員の姿が見当たらなかったの

で、‘本船が所属する漁業協同組合’（以下「所属漁協」という。）の

知り合いの漁師に１６時１２分ごろ携帯電話でその旨を連絡した。 

所属漁協の漁師から連絡を受けた所属漁協の担当者は、本事故の発

生を海上保安庁に通報した。 

船長は、その後、所属漁協の僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機

等による捜索が行われたが、発見されずに行方不明となった。 

本船は、船長の親族が所有する船で、田野沢漁港にえい
．．

航された。 

船長は、後日、死亡認定により、除籍された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船が出港するところ及び船長が釣りを行っているところを目撃し

た者はいなかった。 

所属漁協の担当者によれば、船長は、ふだんから救命胴衣を着用し

ていたが、本事故当日の着用状況については、船長を目撃した者がい

ないので、分からないとのことであった。 

船長の親族によれば、船長は、本事故当日に自宅を出発する際はふ

だんの様子と変わりなく、また、健康状態にも問題はなかった。 

本船の発見時の状況は、次のとおりであった。 

・船体に他船との衝突痕などはなかった。 

・船外機は停止した状態であった。 

・甲板上には、釣り竿
ざお

１本（仕掛けが付いていない状態）、発砲ス

チロール製の魚箱（魚は入っていない状態）、濡れたゴム長靴が

残されていた。 

・パラシュート型シーアンカー（以下「パラアンカー」という。）

が船首部から投入された状態であったが、本来船体と結ばれてい

るパラアンカーの引揚げ用ロープは海面を漂っていた。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ パラアンカーのイメージ図 

本船 

パラアンカー 
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船長の親族は、船長がパラアンカーの引揚げ用ロープを海面から回

収しようとした際に身体のバランスを崩して落水した可能性があるの

ではないかと本事故後に思った。 

所属漁協の担当者は、甲板上に濡れたゴム長靴が置かれていた状況

から、船長は落水後にゴム長靴を脱いで本船上に這
は

い上がろうとした

が、上がることができなかったのでないかと本事故後に思った。 

本船は、甲板から舷縁までの高さが約０.４ｍで、海面から船上に

上がる際に使用する梯子
は し ご

などはなかった。 

運輸安全委員会の地方分析集「小型漁船に「縄ばしご」を装備しよ

う！」（運輸安全委員会事務局仙台事務所作成、令和２年１０月発

行）によれば、小型船舶に縄ばしご等が取り付けられていれば、落水

者が船上復帰できる可能性が高い旨の記載がある。 

船長は、携帯電話を持参して出港したが、防水型ではなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定された。 

船長は、０６時過ぎに自宅を出発し、田野沢漁港を出港した後、

１６時１２分ごろ風合瀬漁港北方沖において、本船が無人の状態で漂

泊しているところを発見されたことから、この間において落水したも

のと考えられる。 

 船長は、本船のパラアンカーの引揚げ用ロープが船体に結ばれてい

ない状態で海面を漂っていたことから、同ロープを回収しようとした

際に身体のバランスを崩して落水した可能性があると考えられるが、

目撃者がおらず、船長が死亡しており、落水に至った状況を明らかに

することはできなかった。 

原因 本事故は、本船が漂泊中、船長が落水したことにより発生したもの

と考えられる。船長は、本船のパラアンカーの引揚げ用ロープを海面

から回収しようとした際に身体のバランスを崩して落水した可能性が

あると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、落水に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・舷縁の低い小型船舶の暴露甲板上で作業を行う際には、身体のバ

ランスを崩さないよう十分に注意すること。 

・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上において、救命胴衣を着用する

こと。 

・小型漁船に１人で乗り組む船長は、落水した場合に備え、縄ばし

ご等を船体に設置しておくことが望ましい。 
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・小型漁船に１人で乗り組む船長は、落水等の緊急時の連絡手段と

して、防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を携行

することが望ましい。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を使用 

× 

田野沢漁港 

風合瀬漁港 

青森県深浦町 

本船が無人の状態で

発見された場所 


